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第１回泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会 会議録要旨 

開催日時 平成 27年 7月 23日（木）午前 10時～11時 40分 

開催場所 泉佐野市役所 5階 理事者控室 

案件 ・委員の委嘱 

・会長、副会長の選任 

・案件 

 (1)人権問題に関する市民意識調査について 

 (2)男女共同参画推進条例について  

委員出席者 藤里委員  立山委員  松浪委員 

中村委員  本間委員  中井委員 

東谷委員  村田委員  中西委員 

神藤委員  岡野委員  松山委員 

井岡委員  沖西委員  細見委員 

事務局出席者 

（人権推進課） 

奥田人権推進担当理事 

辻課長代理 

殿元主幹 

木ノ元主幹 

傍聴人数 ０人 

 

１ 開会 

 

２ 市長挨拶 

  皆様、こんにちは。ご紹介いただきました泉佐野市長の千代松大耕でござ

います。本日皆様方におかれましては、ご多忙の折にもかかわらず、ご出席

を賜わり誠にありがとうございます。 

  皆様方におかれましては泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会委員をお引

き受けいただきましたことに心より感謝をいたしますとともに、平素より人

権行政をはじめ、市政の各般にわたり格別のご理解とご協力をいただいてお

りますことに、この場をおかりいたしまして、厚くお礼を申し上げます。 

  さて、本市では、あらゆる人権問題を重要な行政課題として位置付け、１

９９３年に制定しました「泉佐野市における部落差別撤廃とあらゆる差別を

なくすことをめざす条例」（通称差別撤廃条例）や２００４年に策定しました

「泉佐野市人権行政基本方針」などに基づき、差別解消、人権尊重の社会づ

くりに取り組んでまいりました。 

  しかしながら、ここ数年を振り返ってみましても、差別を助長・拡大する

ような落書やインターネットへの書き込み、同和地区に関する問い合わせな

どは一向になくなっておりません。 
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これまで部落差別撤廃人権擁護審議会におきましては、本市における人権行

政推進に関する基本方針となります「泉佐野市人権行政基本方針」の策定につ

いての答申をはじめ、「泉佐野市犯罪被害者等支援に関する取組指針」「第２次

いずみさの男女共同参画行動計画」等の策定にあたり、貴重なご意見を頂戴し

てまいりました。 

そして本市が今年度実施する、人権問題市民意識調査や男女共同参画基本条

例の条例案作成など、今後の人権施策を考えるにあたり、これからも皆様方の

忌憚のないご意見を賜りたいと考えておりますので、委員の皆様方におかれま

しては、差別のない明るい国際都市、泉佐野市の実現のため、委員任期の２年

間大変ご苦労をおかけいたしますがご尽力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

最後になりましたが、本日ご参加の皆様方の今後ますますのご健勝・ご多幸

をご祈念いたしましてわたくしの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

３ 委嘱状伝達式（委員紹介） 

 

【事務局】 （審議会規則について説明） 

 

４ 会長、副会長の選任 

会長に神藤委員、副会長に立山委員を選任。 

 

５ 会長挨拶 

  

○議事 

【会 長】  

皆さんに本日の審議内容についてのご連絡等があったとは思いますが、議題

については、人権問題市民意識調査、男女共同参画推進条例の２つの案件があ

ります。まず、人権問題に関する市民意識調査についてご審議いただきたいと

思いますので事務局の方から説明よろしくお願いします。 

 

【事務局】 （資料に基づき説明） 

 

【会 長】  

 ただ今、人権問題に関する意識調査の実施についての説明がありましたが、

この話を今初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うので、事務局の方から

この位置づけ的なこと、「今なぜ意識調査をするのか？」とか、聞くところによ

ると大阪府では５年に１回やっているが泉佐野市では最近全然やっていないと
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のことなので、そのあたりの説明をしていただきたい。 

 

【事務局】  

 人権意識調査ということで大阪府は５年に１回ずっと続けて行っております。

泉佐野市の方は２０年前に意識調査を行って以来全く行っていないということ

なので、市長の方からもやったほうがいいのではないかということで言われま

して、昔は言わなかったヘイトスピーチ、男女間の問題、新たなではないと思

いますが、昔からあった問題とは思うのですが、今新たにセクシュアルハラス

メントとかハラスメントのこと等、いろんな人権課題がでてきた。その中でこ

れから泉佐野市がどうやって啓発を進めていったらいいのか、市民の方はそう

いうことに対してどういう風に思っているのかというのをこの意識調査で把握

して、これからの人権啓発に活かしていきたいということで今回意識調査を実

施させていただくということで進めております。 

 

【会 長】  

 出来上がってきたデータにはあらゆる人権課題についての課題も含めて、ま

た前の意識調査から２０年経過しているので、何らかの形で進展している部分、

あるいは停滞している部分、そこらあたりの課題なども出てくるのかなあと思

います。 

 以前の調査結果の資料を拝見して、気になった部分を１つだけ述べさせてい

ただきますと、例えば同和問題の意識を深める、あるいは実践力を付けていく

なかで有効な手段・方法としていわれるのが、地域の施設を利用したり、地域

の事業に参加したりして当事者との交流を深める・理解を深めるという事が有

効な方法だとよくきくんですけれど、前の調査では利用とか参加したりしたこ

とがないと答えた方が７４％あるんです。４人のうち３人は全く地域とかある

いは人々とのふれあいがないというように答えているわけですが、この２０年

の間にこの辺は進展があるんではなかろうかと、今度の調査で私が予想すると

ころなんですけれども。 

 もう１つ、気がかりなところをいいますと、「差別と気が付いていたけれども

何もできなかった」人が６３％となっています。気が付いたんだけど「あなた

の言ってることは差別ですよ」という指摘とか、「そういう言い方は間違いだ」

とか何らかの形の助言、話ができなかった。２０年経ってるんですから、この

あたりもうちょっと進展していることを期待したいですし、そうでなければ、

今後の啓発活動でどうしていったらいいのか、それは同和問題に限らず、ヘイ

トスピーチにしても、性に関する差別にしても同様だと思いますし、そのあた

りで今後の課題も、そういう意味で意識調査をすすめていこうと市長さんもお

考えになっているということでございます。 

 そういうことも踏まえた上で、先程、事務局から説明していただきました実
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施要綱・事業の概要・スケジュール等についてお聞きになったなかでご質問、

ご意見等ありましたら頂戴したいと思います。 

 

【委 員】  

６月の検討委員会には我々は参加していないのですが、その時には調査項目

の検討をしてあるんですか？ 

 

【事務局】  

 その時はまだ調査項目は出しておりません。これから作成して、第２回めの

検討委員会の前に案を各委員さんにお送りして、見ていただいて、９月に行わ

れる第２回めの検討委員会で決定していきたいと思います。 

    

【会 長】  

 先ほど事務局から説明のあった資料４、５、６の中身が６月の検討委員会の

内容で、その後皆さんに報告する具体的なことはないんですか？ 

    

【事務局】 

大阪府が今年行う分について、大阪府に協議に行った時に、「大阪府の設問を

使っていただいて結構です」と言われたんですが、大阪府が外へ出すまでは、

使ってもらっては困る、ということなんです。初めは案をもらってその分を見

ながらと思ったんですけれども、大阪府より少し遅れていかないとダメなんで

すね、それをすると。だからちょっと無理かなと思いながら、予算が少し余っ

た分で委託業者がやりますと言っていただきましたので、市独自の分と各市の

分とをふまえて業者が設問項目の、まず案を作っていただくということで今進

めています。 

 

【会 長】  

 大阪府が府の資料を使っていいという、解禁になるめどは１０月とか１１月

ですか？ 

 

【事務局】 

大阪府の予定では、９月の予定だったのですが、９月に発送はできないと思

っております。９月に発送してくれると泉佐野市は１０月にできるんですけれ

ども、今年の分の大阪府の調査項目を使えたら府のアンケート調査結果と泉佐

野との対比も少しできるんですけれども、それは無理かなと思っております。 

 

【会 長】  

 事実上今年の大阪府の意識調査は間に合わないということですね。偶然同じ
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ような質問事項があれば比較もできると。 

 

【事務局】 

 そうですね。 

 

【委 員】  

 ２０年ぶりということなので、いい調査にしていただきたいと思います。人

権問題についての意識調査の観点ですが、人権問題って言ったときに、いろん

な事を思い浮かべる人がいると思うんです。様々な人権問題があって、それに

対してそれぞれに対応していくのか、あるいはいわゆる部落問題に焦点があた

るのか、アンケートを受けとめた人の人権問題に対するイメージはだいぶ違う

と思うんですよ。例えば人権問題といったらこの点にフォーカスするとか、そ

うじゃなくてもっといろいろあると思う人もあるので、どのような調査項目に

するのか、調査項目の立て方、順番は非常に難しいと思います。 

 大阪府の調査は、今年の分は間に合わないという事ですが、５年前はやって

るんでしょ。５年前とかなり重複するところもあると思うので、その分である

とか他の自治体がやってる最近の分などを参考にしながらどのような人権課題

をラインアップしていくのかが一番難しいところだと思います。それともう１

つなんですけど、女性問題に関してもこの調査はもとになるんですか、条例制

定とか。 

    

【事務局】  

設問項目はどれくらいになるかわかりませんがそれも入れさせていただこう

と思っております。 

 

【委 員】  

女性問題は人権課題の中に入るということで、それもどのくらいの分になる

のか考えていただきたい。 

もう１つなんですが、調査票を回収してデータ入力とあるんですけれども、

調査票を回収して委託業者に提出するとありますが、回収まではここがやって

ということなんですけれども、それはどういう形になりますか。例えばプライ

バシーやデータ処理は、漏えいしたりとかそういう事がないように手立てはと

ってらっしゃると思うんですけれども、回収というのは、回収して、回収した

データはどのような形で業者に渡るんですか。 

 

【事務局】  

 調査票につきましては無記名でこちらへ返送していただきますので、プライ

バシーの関係は原則ないと思います。ただ、委託業者に確認しましたところ、
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だいたい市の方に返送されたものをもらっていて、中身に、調査と関係のない

個人情報の入った書類も入っている場合もあるということなので、とりあえず

は無記名で送られてくる分の封を開けて中身を確認してから業者に手渡したい

と思っております。調査票の中には個人情報に関する部分は挙がってこないと

思っています。 

 

【委 員】  

データ処理した者が漏らさないようにしてくださいよとか、要綱を順守して

下さいよとかは取り決めの中に入ってるんですか。 

 

【事務局】  

 契約の中には入ってます。 

 

【会 長】  

 他にございませんか？ 

 

【委 員】  

 私は、「泉佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」の委員にもなってま

して、そちらのほうでもアンケート調査をします。泉佐野市の市民としまして

は、そのアンケートがあり、国勢調査があり、そして意識調査のアンケートも

あるということなので、いろんなアンケートが重なる人もいると思います。な

るべく書きやすい方向にしてもらわないと、重なった人は「またか」というこ

とになりかねないので、ぜひとも答えやすいアンケート調査になればいいなと

思います。 

 

【会 長】  

 他にございませんか？ 

 

【委 員】  

 今度町会のゴミ袋のこともあり、件数調べて名前を書いて名簿を１１月まで

に出さないといけない。それも調査しないといけないし、国勢調査もあり、ア

ンケート等たくさん出てくると思います。 

 

【会 長】  

 時期的なものもいろいろ重なることもありうるので、そのあたり配慮しては

どうかということですね。他にございませんか。 

 

【委 員】  
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 大阪府の方では５年に１回行っているという事ですが、府の状況が５年間で

意識がかわってきているのか、どのような状況報告をうけているのか。当市は

２０年ぶりですので、かなり期間があいているので意識もかなり変化してきて

いると思うんですね。 

 それと他市の調査状況、他市が何年ぐらいに１回やられているのか、近隣で

結構ですので参考までにわかっていれば教えていただきたい。 

 

【事務局】  

 他市は大阪府と同じく５年に１回です。今年は堺市も実施すると聞いており

ます。府の調査の中身についてはまだ把握できておりません。 

 

【会 長】  

 府から出されている啓発冊子の中に人権課題があれこれありますということ

で、主な項目として１６項目ありますね。女性差別、子どものいじめの問題、

部落差別、障がい者差別など、その他にこんな事情で人権侵害受けるというの

はあと６つほどあるんです。ひろげていったら２２項目ほど。そんな中にはア

イヌ人に対する差別そういうのも入ってくるんですが、それらのすべてをこの

意識調査の中の項目に入れることは出来ないと思いますが、これまで市として

やってきた項目、大阪府が主に取り上げている項目の中の代表的なものに絞ら

れてくると思うんですが、最近特にヘイトスピーチに対する関心は高まってい

るように思います。ちょっと今の質問で思い出しました。他にございませんか。 

 

【委 員】  

 答えやすいということでいうと、質問項目は４０以下におさえた方がいいと

思います。３５～３６をこえるとしんどくなる感じがします。人権課題いっぱ

いあるから答えてる時にこれが何の人権だったのか判らないくらいになったり

しますので、分ける時もきっちりわかりやすくして、何を知りたいのか、どう

いうことを知りたいのかという事をハッキリさせて、あれもこれもききたいと

いうのではなくて取捨選択をしていただきたい。 

 

【会 長】  

 調査の目的を焦点化していく、そして項目数はしぼられていったほうがいい

んじゃなかろうかという事ですね。他にございませんか。 

 

【委 員】  

先程の大阪府の項目を教えてもらえたら、それを活用するというのは大変良

いことだと思います。ところがいろいろ府の事情もあって、むこうが出さない

限りは泉佐野市は使えない、と。そこで提案ですが、「大阪府がアンケートを実
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施したその日以降に泉佐野市はします。それまでに案として大阪府が考えてい

る項目を教えてほしい。」というのは可能なんですか。 

 

【事務局】  

案の段階で、むこうが作った時点で教えてくださいという話をしたら、たぶ

ん大丈夫だと思うんです。大阪府が実施するまで泉佐野市は出しませんよとい

うことで進めていけば、たぶん大丈夫だと思うんですが、そこまでの確認はま

だとってないんですけれども。 

 

【委 員】 

私は、それをしたらいいと思います。泉佐野市だけでなく他の自治体から同

じような要望があるんではないですか。独自で作ることがめんどくさいからと

いうことではなく、実績もある、それなりに考えたうえでつくっているアンケ

ートだと思いますので、そういうのは活用してはどうか。 

もう１つは、今回２０年ぶりにアンケートするということですけれども、次

は何年後にやるのか、やらないのか。そういうことの説明がなかったと思いま

す。市長の意向もあると思いますが、やらないよりはやった方がいいと思いま

す。ただし、その場限りで今回やってまた１０年放っておくとか、あるいはま

た項目も随分変わるとか、そうしたら比較検討がしにくいと思いますので、大

阪府の案を活用しながら、もし何年か後にするのであれば、これについては毎

回やるとか、そういうことも検討なさって、そのうえでアンケートの内容を、

なんでもかんでもたくさん項目を作ったらしんどいので、そういうことも踏ま

えて検討した方がいいんじゃないかと思います。 

 

【会 長】  

大阪府の５年前の調査項目、１０年前の項目、１５年前の項目など入手でき

れば、どこかに共通する項目、府として重点的に考えている項目があると思う

ので、あれば参考にしていけるんじゃなかろうかと思います。 

今後の方向性という事もご指摘いただきましたので、今後の審議の中で当然課

題としてでてくるかと思います。他にございませんか？ 

 

【会 長】  

貴重な意見沢山だしていただきましてありがとうございました。これらを参

考にして検討委員会を進めていただきたいと思います。事務局よろしくお願い

します。 

 

【会 長】  

それでは２点目の議題であります、男女共同参画推進条例(仮称)について事
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務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 （資料に基づき説明） 

 

【会 長】  

ただいまの男女共同参画推進条例(仮称)策定について何かご質問、ご意見等

がありましたらお願いします。 

 

【委 員】  

 泉佐野市がここまで遅くなった何か特別な理由がありますか？ 

 

【事務局】  

 お手元の資料７をご覧いただきたいと思います。特段どうして遅れたのかと

いうことにつきましては理由というのはないところなんですけれども、まず平

成元年に男女共同参画の担当部署が配置されました後、いろいろ諮問機関であ

ったり、懇談会であったり、すいしん計画は策定しているところです。私個人

の意見ではありますが、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための

人権の条例を本市においては府内においてもトップを切って制定しております

ので、人権のジャンルの１つとして、そこを母体としてすいしん計画の中で、

年次計画の中で着々と進めてきたのが実情ではないかと思われます。 

 

【会 長】  

女性センター担当者あるいは女性センターを中心に地道な活動を進めてきた

というあたりは、他の市町村にそんなに遅れはないというふうに思います。条

例制定という盛り上がりがあって、他の市町村の場合はとにかく条例を先に作

って市民のみなさんを引っぱって行こうという形で先に条例を作られたという

話を聞いています。泉佐野市が着々と日常的に啓発活動をすすめてこられた点

は一定評価していいと思います。こういう表で見ると後ろから数えた方が早い

やないか、というふうに見えますけれども。他に何かございませんか。 

 

【委 員】  

 今までのご苦労も考えまして、いよいよ男女共同参画の条例が策定されるこ

とは大変うれしく思っております。行程案の中で９月に事務局の方で条例案を

作成されて１０月～１２月に審議会が開催されて、そのあと１月～２月にパブ

リックコメント募集とありますが、このパブリックコメントについて、泉佐野

市は特色のある条例をつくるためにどのような工夫をされているのか教えてく

ださい。 
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【事務局】  

パブリックコメントにつきましては本市で全庁的な取組みがございまして、

こういった審議会の中で決まった内容をベースにできあがる１つのプランを、

参画いただいている委員さんだけではなくて、広く市民の皆さんにご意見をい

ただいて、そういった意見をより多くとりいれたプランにする１つのやり方と

して一般的に公募をかける形になってます。期間については 1 週間にするのか

１ケ月にするのか３ケ月にするのかは個々に担当部署の中で検討します。まず

市報ですとか、市のホームページにＰＲしまして、「泉佐野市ではこういった男

女共同参画の条例を策定します、今出来上がっている素案はこちらです、ご意

見をどんどん提出して下さい。」という決まったやり方がありますので、そこに

のっとった形でこの条例も取組みをしていきたいと考えております。 

 

【委 員】  

 それは標語みたいなものですか？ 

 

【事務局】  

 標語とはまた少し違いまして、やりたいなぁと思われる方には、例えばホー

ムページの中で素案の内容を見ていただいて、素案を一読していただいて、「こ

の内容で自分はどう思う。プラスこの内容を加味してほしい。」というような意

見を自由にお書きいただいて、その内容をメールなり郵送で送っていただく形

になっています。 

 

【委 員】  

 内閣府がやっているのは、「地域力×女性力＝無限大の未来」となっています

ね。それを想像したんですけれど、それとは違うんですか。 

 

【事務局】  

 はい、それとは違います。 

 

【会 長】  

条例ができた後、いかに実効性あるものにスムーズにうつれるかということ

で、できるだけ、市民の声や関心を吸収して盛り込んでいきたいという方向性

だと思います。他にご質問ございませんか？ 

 

【委 員】  

 毎回言っているんですが、女性センターに１０何年とかかわっているメンバ

ーとしては遅いなあと思いつつ、その分かなり事業は積み重ねてきたものがた

くさんあります。泉佐野市独特の事業、ゲストティーチャーもそうですが、他
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市ではやっていないようなこともやっている。そういうのも長年やってきたう

えで、他市にまけないようないい条例を作ってほしいと思います。そのために

熟してきたような形のものができればうれしいなと思っておりますのでよろし

くお願いします。その中にはパブリックコメントもそうですが、市民の声も活

かしたような形、現状をふまえた様なものが出来ればいいなぁと思いますので

よろしくお願いします。 

 

【事務局】  

貴重なご意見ありがとうございます。簡単に今泉佐野市で取り組んでいる事

業を１つ～２つご紹介させていただきたいと思います。ゲストティーチャーと

いう事業ですが、これは男女共同参画で活躍されている市民の方々が泉佐野市

内の小学校に出前授業という形で行っていただきまして、例えば４年生・５年

生・６年生とそれぞれの学年に応じたプログラムを作っておりまして、その内

容を教師となってご講義いただく事業を行っております。 

例えば４年生では、男の子だからこんなふうに考えないといけないよとか、

女の子だからこうしないといけないよとか、性別にとらわれた固定概念がある

と思うんですが、例えば絵本をもとに男の子が感動して涙を流すのがダメだと

言われる考え方について、どうして男の子が泣いたらいけないの、というお話

であったり、５年生では、職業について、男の子だからできる仕事、女の子は

出来ない仕事と決めずに、みなさんそれぞれやりたいことをやっていけばいい

んだよ、というような学習。６年生では、自分の気持ちをスッキリと友達に意

思表示をするにはどうしたらいいの？ モヤモヤタイプになるのか、怒って言

ってしまうのか、いろいろなやり方の中で、友達とのコミュニケーションをと

るにはスッキリタイプでいきたいよね、というような指導をしてもらっていま

す。それがもう１０年以上やっております。子どもさん向けには小学校のうち

から知っていただくのが一番大事かなという事で重点的に事業をすすめており

ます。 

大人向けの事業といたしましては、黄色のリーフレットの中に個々の事業を

入れております。特に今年、内閣府の交付金事業の受託が出来ましたので、９

月から女性の活躍にむけて交付金事業をすすめていくことになっております。

特に子育て世代の子育て支援を応援するといったテーマでいくつかの事業を、

例えば男性向けの「パパと子どもさんの料理教室」であったりとか、男性の５

０代以降アフタヌーン時期を迎えるときに男性として、例えば料理であったり、

健康面であったり、セカンドライフを充実するための啓発できるような事業を

催したりですとか、企業様向けにはメンタルヘルスの講座を企画したりとか、

今年は重点的にそういった事業を実施していきますのでご参加の方なり、ご意

見を頂戴したいと思います。長い時間取らせていただきましてありがとうござ

いました。 
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【会 長】  

 今、条例はなくとも具体的に進められている例をいくつか説明いただきまし

た。この件について、あるいは他にご質問、ご意見ございませんか。 

    

【委 員】  

 泉佐野市は、ゲストティーチャーや男女共同参画ひろめ隊など本当にユニー

クな取組みをしておられて、人権擁護審議会が男女共同参画をやろうというふ

うに発議して下さった。それはすごくうれしいことで、人権擁護と男女共同参

画が手を携えてやるというのはあまり自治体でもめずらしいことですので、そ

れは泉佐野市の特徴として、それがひろがるので喜ばしいことだと思います。

なぜこんなに遅くなったのか？ という事ですが、男女共同参画社会基本法が

できて、自治体が作れる最高の法規として条例ができる、男女共同参画条例が

できるというのが一番大きなポイントだったんですね。ですから、大阪市・堺

市・岸和田市・豊中市などが府下の一番乗りをめざそうということで行政の人

たちがものすごく燃えたわけですね。一番乗りをしようということで、中身は

まあいいんだと。今まで条例というものは女性にとって全然関係が分からなか

ったんですね。ところが男女共同参画条例というのは女性にとって身近に感じ

させるものであるし、市民にとって条例というものはどういうものであるか初

めて体験できるものだったわけです。そこで平成１４年くらいに行政が燃えて

一番乗りをめざしてやろうということで、それはそれで政策的には良かったと

思うんですね。このように表でみると早いじゃないか、遅いじゃないかと一目

瞭然なので。それはそれとして、泉佐野市は実績もありますしユニークなこと

もやっておられて、推進条例も市の１つのステータスというか表情として、ユ

ニークな中身を表したものを作ろうというのは非常に意義のあることだと思う

んです。もう１つはせっかく作るんですから、条例と市民、条例と私たちの生

活の関わり合いを知っていただくなり、あるいは市民の方からそういうことを

どんどんとりいれていく。それから意識の面では共同参画はなかなか分かりづ

らいところがある、そういうところに届くような施策なり、条例の案文という

ものをどうやっていれていくのか。そういうこともおもしろい課題だと思いま

す。パブリックコメントは市民の声を聴くという事ですが、あまりパブリック

コメントで意見を返してくれる人がほとんどいないんです。ですから例えばこ

の素案どうですかってきいたときに、「それいいですね」あるいは「ここはだめ

ですね」という形で返してもらう人の人数の目標を掲げながら、そういう形で

やっていただければいいんじゃないかなと思います。 

 

【会 長】  

 ありがとうございます。せっかく来ていただいているのでいろいろとご指導



- 13 - 

 

いただけたらと思います。 

 

【委 員】  

 市民の声というところで、いわゆる男女共同参画、結局はそんなことではな

いと思うんですが、男女差はなくすものだという批判みたいなものはないんで

すか。 

 

【会 長】  

 そこらあたりどうですか。 

 

【事務局】  

 平成２２年度に、男女共同参画に特化した意識調査というのを実施しており

ます。これは今から５年程前にはなりますが、その項目の中では、性別で固定

概念と言いますか、男の人は男性らしく、女性は家庭の中にとどまるべきだと

いうご意見の割合が少し高いという結果も意識調査の中には反映されておりま

す。それから５年弱を迎え、今どのような状態になっているかを、案件 1 にあ

りました意識調査の項目の１つに同じ内容としてもう一度項目だしをしまして、

動向を我々としましても見極めたいという思いで今回の意識調査にも参画して

いるところですので、また状況が分かり次第ご報告させていただき、それを踏

まえた取り組みというアドバイスをいただきたいと思っております。 

 

【会 長】  

 よろしいですか。他にございませんか。 

 

【委 員】  

 パブリックコメントで、男性・女性の意識の差がどうなっているのかという

ことでしたが、私の知っているところでは、リタイアして家庭に入った時に、

そういう性差の役割は解消していかなあかんなという人と、そうじゃなくて「男

は男、女は女」という形でキッチリした方がいいじゃないかという意見になる

人がいる。その人の生活体験とかそういうものによって弱められたり強められ

たりしている。年齢が少し高くなればそういう性別役割分担を強調するような、

データが少し高くなっている傾向に一般的にあります。 

最近は新しい動きとして、「男だから」「女だから」と区別するのは良くない、

区別することによって苦しいんだという意見が若い人たちからでてきています。

性同一障害、セクシュアルマイノリティ（性的少数者）の人たちが、調査によ

ると１クラスに１人～２人いると。しかし、彼や彼女たちは例えば「自分はお

かしいんじゃないか」「病気なんじゃないか」「こういう悩んだりして苦しい気

持ちを親に言ったら親が苦しむんじゃないか」「先生が困るんじゃないか」とい
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う形で気持ちを押し殺して生活している。それがいじめや登校拒否に繋がって

いることもあるということがここ２～３年急にわかってきたことでもある。 

性によって生き方を強調したら苦しむ人がいるという事から、性的少数者の

意見をきいてみましょうということで、今年５月に文科省も教育現場でそうい

う配慮をするよう指針をだしているんですね。そういう新しい動きも出てきて

いるわけで、性別に関する意識というのはその人の人生のバックボーンですか

らそれぞれあっていいんですけれども、基本的にはそれぞれ違いを認め合いま

しょう、そして苦しいことは打ち明けて、楽しくやっていきましょうという考

え方が若者の主張として出てきているのが現代的な１つの新しい流れというふ

うに思うんです。 

 

【会 長】  

 アメリカでは同性婚を認めたり、東京のある区では証明書を発行したり、パ

ナソニックでは連れ合いに対する扶養手当を廃止して子どもに対する扶養手当

を増額したりという動きが、だんだんと私たちの中に意識を変えていくことの

大切さみたいなものを発信していってくれているのではないか。そういう１つ

の曲がり角的な、良い方向へ進みつつある動きが世の中のあちこちに出てきて

いる感じもします。 

いろいろと皆さん方から積極的にご意見をいただきましてありがとうござい

ました。だいたい予定しております時間になりましたが、是非ともこの機会に

という事がありましたらお願いしたいと思います。 

それでは事務局どうぞ。 

 

【事務局】  

 推進条例の方の検討部会を１０名前後で立ち上げたいと思います。この審議

委員さんの中から約３名ほどお願いに参りたいと思いますので、その時は嫌が

らずにお引き受けいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【会 長】  

 他にございませんか。ありませんでしたら、今日予定しておりました人権問

題に関する市民意識調査について、それから男女共同参画推進条例についての

会議を終わりたいと思います。貴重なご意見を多数ありがとうございました。 

 

【会 長】  

それでは、まとめを副会長に一言よろしくお願いします。 

 

【副会長】  

いまの男女共同参画のなかで、歳のいった人ほど「男は仕事、女は家庭」と



- 15 - 

 

いう意識がすごく高いんですね。ですから男が料理することに抵抗を持ってい

る人が割と多い。ところが歳いって老夫婦が２人になった時に、もし奥さんが

亡くなった時に困るのは主人。料理ができない、何もわからない、どこに何が

入っているかわからない、ということに惑わされてしまうから、元気にしてい

る間に、夫婦がいてる間に手伝っていく形が一番大事かなと思います。料理も

やれば楽しくなってきます。そういうことで男女共同参画。男性の人も意識を

変えて、若い人は割と手伝いあいしてやってる人が多いんです。ところが育っ

てきた中で、年寄りの人はやっぱり、「男性は仕事」という感覚が決めつけられ

たような感じで、「男は泣くな」というように教えられてきて、ところが人間は

感情というものがあって、やっぱり悲しいときは悲しい、笑う時は笑う、とい

うのは自然なこと。そういう面でも夫婦は最後に残った時に助け合いするのが、

人間として当たり前のことです。そういう感覚で助け合いをちょっとでもして

いただいたら男女共同参画になるんではないかと思います。 

それでは、委員の皆様におかれましては、公私ともにお忙しい中ご参加いた

だいて、誠にありがとうございます。今年度は人権問題市民意識調査の実施と、

男女共同参画推進条例の策定にむけて具体的に動き出している状況でございま

すので、この審議の意見を加味して、委員の皆様のより一層のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げまして、この審議会を終わらせていただきます。

本日はどうも、ご苦労様でした。 

 


